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狩
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試
験
の
期
日

試

験

の

場

所

備

考

平
成
二
十
年
七

月
六
日

青
森
市
松
原
一
丁
目
六
の
一
五

青
森
市
中
央
市
民
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

平
成
二
十
年
九

月
三
日

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
西
棟
八
階
大
会
議
室

試
験
の

種

別

狩
猟
免
許

の
種
類

試
験
の
科
目
及
び
課
題

試
験
時
間

受
付
時
間

適
性
試
験

網
猟
免
許

わ
な
猟
免

許第
一
種
銃

猟
免
許

第
二
種
銃

猟
免
許

１

視

力

２

聴

力

３

運
動
能
力

午
前
九
時

四
十
分
か

ら
午
前
十

時
ま
で

知
識
試
験

網
猟
免
許

わ
な
猟
免

許第
一
種
銃

猟
免
許

第
二
種
銃

猟
免
許

１

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
令

２

猟
具
に
関
す
る
知
識

３

鳥
獣
に
関
す
る
知
識

午
前
十
時

か
ら
午
後

零
時
十
分

ま
で

技
能
試
験

網
猟
免
許

わ
な
猟
免

許

１

銃
器
以
外
の
猟
具
を
見
て
当
該
猟

具
の
使
用
の
是
非
を
判
別
す
る
こ
と
。

２

む
そ
う
網
、
く
く
り
わ
な
、
及
び

午
前
九
時

十
分
か
ら

午
前
九
時

三
十
分
ま

で

平
成
二
十
年

四
月
二
十
三
日

(

水
曜
日)

第
二
千
九
百
二
十
四
号



( )

三

受
験
で
き
な
い
者

１

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

２

試
験
当
日
二
十
歳
に
満
た
な
い
者

３

統
合
失
調
症
、
そ
う
う
つ
病
、
て
ん
か
ん
そ
の
他
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ

の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
失
わ
せ
、
又
は
著
し
く
低
下
さ
せ
る
症
状
を
呈
す
る
病
気

に
か
か
っ
て
い
る
者

４

麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

５

自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
く
、
又
は

著
し
く
低
い
者

６

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に

違
反
し
て
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

７

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に

違
反
し
て
、
狩
猟
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

四

受
験
の
申
請
手
続
等

狩
猟
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
二
十
年
七
月
六
日
に
受
験
す
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
七
日
ま
で
に
、
平
成
二
十
年
九
月
三
日

に
受
験
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
五
日
ま
で
に
、

狩
猟
免
許
申
請
書

(

各
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
に
お
い
て
交
付
す
る
。)

に
必
要
な
事
項

を
記
載
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
県
民
局
地
域
農

林
水
産
部
に
提
出
す
る
こ
と
。

１

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
額
の
青
森
県
収
入
証
紙

�

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
号
該
当
者

(

異
種
免

許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者)

四
千
円

�

そ
の
他
の
者

(

初
心
者)

五
千
三
百
円

２

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真)

一
枚

３

返
信
用
封
筒

(

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
郵
便
切
手

(

八
十
円)

を
ち
ょ
う
付

し
た
も
の)

一
通

４

申
請
者
が
第
一
種
銃
猟
免
許
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
銃
器
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受

け
て
い
る
場
合
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写
し

一
通

５

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
の
医
師
の
診

断
書

一
通

五

そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
又
は
青
森
県
環
境
生
活
部
自
然

保
護
課

(
電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
五
七
番)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
五
十
一
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は
こ
わ
な
の
う
ち
一
つ
を
架
設
す
る

こ
と
。

３

鳥
獣
の
図
画
を
見
て
そ
の
鳥
獣
の

判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。

午
後
一
時

十
分
か
ら

午
後
三
時

ま
で

第
一
種
銃

猟
免
許

１

模
造
銃

(

空
気
銃
以
外
の
銃
器
を

模
し
た
物
を
い
う
。
２
か
ら
４
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。)

に
つ
い
て
点
検
、

分
解
及
び
結
合
の
操
作
を
行
う
こ
と
。

２

模
造
銃
に
模
造
弾
を
装
て
ん
し
、

射
撃
姿
勢
を
と
っ
た
後
、
模
造
弾
の

脱
包
を
行
う
こ
と
。

３

二
人
以
上
で
行
動
す
る
場
合
に
お

け
る
銃
器
の
保
持
及
び
携
行
並
び
に

そ
の
受
け
渡
し
を
模
造
銃
を
用
い
て

行
う
こ
と
。

４

休
憩
の
際
必
要
な
銃
器
の
操
作
を

模
造
銃
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

５

空
気
銃
を
模
し
た
物
に
つ
い
て
圧

縮
操
作
を
し
、
弾
丸
を
用
い
な
い
で

装
て
ん
の
操
作
を
行
っ
た
後
、
射
撃

姿
勢
を
と
る
こ
と
。

６

距
離
の
目
測
を
行
う
こ
と
。

７

鳥
獣
の
図
画
を
見
て
そ
の
鳥
獣
の

判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。

第
二
種
銃

猟
免
許

１

空
気
銃
を
模
し
た
物
に
つ
い
て
圧

縮
操
作
を
し
、
弾
丸
を
用
い
な
い
で

装
て
ん
の
操
作
を
行
っ
た
後
、
射
撃

姿
勢
を
と
る
こ
と
。

２

距
離
の
目
測
を
行
う
こ
と
。

３

鳥
獣
の
図
画
を
見
て
そ
の
鳥
獣
の

判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。



( )

条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
適
性
試
験
及
び
講
習

を
実
施
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
環

境
省
令
第
二
十
八
号)

第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

適
性
試
験
及
び
講
習
の
期
日
、
場
所
等

二

適
性
試
験
及
び
講
習
の
科
目
、
時
間
等

三

適
性
試
験
及
び
講
習
の
対
象
者

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
狩
猟
免
許
の
有
効
期
間
が

満
了
す
る
者
で
あ
っ
て
、
現
に
県
内
に
住
所
を
有
し
、
こ
れ
ら
の
狩
猟
免
許
を
有
す
る
も
の
と
す

る
。た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。

１

統
合
失
調
症
、
そ
う
う
つ
病
、
て
ん
か
ん
そ
の
他
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ

の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
失
わ
せ
、
又
は
著
し
く
低
下
さ
せ
る
症
状
を
呈
す
る
病
気

に
か
か
っ
て
い
る
者

２

麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

３

自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
く
、
又
は

著
し
く
低
い
者

四

免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

適
性
試
験
及
び
講
習
の
実
施
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
、
狩
猟
免
許
有
効
期
間
更
新
申
請
書

(

各

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
に
お
い
て
交
付
す
る
。)

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
に
提
出
す
る

こ
と
。

１

狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
額
の
青
森
県
収
入
証
紙

二
千
九
百
円

２

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真)

一
枚

３

申
請
者
が
第
一
種
銃
猟
免
許
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
銃
器
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受

け
て
い
る
場
合
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写
し

一
通

４

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
の
医
師
の
診

断
書

一
通

４

更
新
し
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
状

五

そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
又
は
青
森
県
環
境
生
活
部
自
然

保
護
課

(

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
五
七
番)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
号
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所
管
課
名
又
は
所

管
地
域
県
民
局
名

期

日

場

所

備

考

自
然
保
護
課

平
成
二
十
年
九

月
十
一
日

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
西
棟
八
階
中
会
議
室

東
青
地
域
県
民
局

平
成
二
十
年
七

月
三
十
日

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
西
棟
八
階
中
会
議
室

中
南
地
域
県
民
局

平
成
二
十
年
八

月
十
九
日

黒
石
市
ぐ
み
の
木
三
丁
目
六
五

ス
ポ
カ
ル
イ
ン
黒
石

三
八
地
域
県
民
局

平
成
二
十
年
七

月
二
十
九
日

八
戸
市
長
根
一
丁
目
二
の
八

三
八
教
育
会
館

西
北
地
域
県
民
局

平
成
二
十
年
七

月
三
十
日

五
所
川
原
市
字
栄
町
一
〇

五
所
川
原
合
同
庁
舎
三
階
Ｂ
・
Ｃ
会
議
室

上
北
地
域
県
民
局

平
成
二
十
年
七

月
八
日

十
和
田
市
西
十
二
番
町
二
〇
の
一
二

十
和
田
合
同
庁
舎

下
北
地
域
県
民
局

平
成
二
十
年
七

月
三
十
日

む
つ
市
中
央
一
丁
目
一
の
八

む
つ
合
同
庁
舎
旧
館
三
階
大
会
議
室

区

分

科

目

時

間

受
付
時
間

適
性
試
験

１

視

力

２

聴

力

３

運
動
能
力

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
前
十
一
時
ま
で

講

習

１

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
令

２

鳥
獣
の
判
別

３

猟
具
の
取
扱
い

午
前
十
一
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で

(

た
だ
し
、

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
は
休
憩)

午
前
九
時
か
ら

午
前
九
時
二
十

分
ま
で



( )

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
を
変

更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
立

い
ち
い
寮

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
八
戸

市
社
会
福

祉
事
業
団

八
戸
市
根
城

八
丁
目
八
の

一
五
五

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

い
ち
い
寮

八
戸
市
大
字

松
館
字
在
家

山
谷
一
九
の

三

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
サ

ン
エ
ー
ス

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
和
晃

会

五
所
川
原
市

大
字
唐
笠
柳

字
村
崎
二
四

二

共
同
生
活

援
助

共
同
生
活

介
護

(

援

助)

事
業

所
サ
ン
エ

ー
ス
ホ
ー

ム

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
二

六
の
一

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

就
労
継
続

支
援

(

Ｂ

型)

は
っ
こ
う

青
森
市
大
字
横
内

字
桜
峰
六
三
の
一

平
成

��

･

�･

�

特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

の
里

青
森
市
浪
打
一
丁

目
一
二
の
九

就
労
継
続

支
援

(

Ａ

型)

障
害
者
就
労

継
続
支
援

｢

Ａ
型｣

事

業
所｢

希
望｣

青
森
市
浪
打
一
丁

目
一
二
の
九

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

の
里

青
森
市
浪
打
一
丁

目
一
二
の
九

就
労
移
行

支
援

障
害
者
就
労

移
行
支
援
事

業
所｢

勇
気｣

下
北

む
つ
市
大
平
町
五

二
の
六

〃

社
会
福
祉
法

人
八
戸
市
社

会
福
祉
事
業

団

八
戸
市
根
城
八
丁

目
八
の
一
五
五

共
同
生
活

援
助

ハ
ウ
ス
元
気

ア
ッ
プ

八
戸
市
大
字
是
川

字
新
田
一
七
の
一

六

〃

社
会
福
祉
法

人
八
戸
市
社

会
福
祉
事
業

団

八
戸
市
根
城
八
丁

目
八
の
一
五
五

短
期
入
所

い
ち
い
寮

八
戸
市
大
字
松
館

字
在
家
山
谷
一
九

の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
八
戸
市
社

会
福
祉
事
業

団

八
戸
市
根
城
八
丁

目
八
の
一
五
五

短
期
入
所

う
み
ね
こ
学

園

八
戸
市
大
字
松
館

字
水
野
平
二
〇
の

五

〃

社
会
福
祉
法

人
和
晃
会

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
村
崎
二

四
二

共
同
生
活

介
護
・
共

同
生
活
援

助

一
体
型
共
同

生
活
介
護

(

援
助)

事

業
所
サ
ン
エ
ー

ス

五
所
川
原
市
字
布

屋
町
二
六
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
協
生
会

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

生
活
介
護

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
あ
か

ま
つ
園

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

〃

社
会
福
祉
法

人
協
生
会

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

自
立
訓
練

(

機
能
訓

練)

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
あ
か

ま
つ
園

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

〃

社
会
福
祉
法

人
協
生
会

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

短
期
入
所

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
あ
か

ま
つ
園

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

〃

社
会
福
祉
法

人
阿
闍
羅
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
三
ツ
目
内
字

就
労
継
続

支
援

(

Ｂ

ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
大
鰐

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
虹
貝
字
篠
塚

〃



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
者
支
援
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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水
沢
出
口
一
一
七

の
一

型)

三
三
の
一
一

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

自
立
訓
練

(

生
活
訓

練)

は
っ
こ
う

青
森
市
大
字
横
内

字
桜
峰
六
三
の
一

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
義
栄
会

青
森
市
大
字
駒
込

字
月
見
野
九
一
八

の
三

知
的
障
害

者
通
所
授

産
施
設
分

場

月
見
野
作
業

所
分
場
す
て

っ
ぷ

青
森
市
中
佃
一
丁

目
三
の
三
〇

〃

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一

居
宅
介
護

・
重
度
訪

問
介
護

ビ
リ
ー
ブ
八

戸
南
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
是
川

三
丁
目
二
の
三

〃

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一

行
動
援
護

ビ
リ
ー
ブ
八

戸
南
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
是
川

三
丁
目
二
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
信
和
会

仙
台
市
青
葉
区
北

根
黒
松
二
の
一
〇

就
労
移
行

支
援

就
労
移
行
支

援
事
業
所
ク

ロ
ー
バ
ー
ズ

・
ピ
ア
八
戸

東

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
松
山
中
野
場

二
九
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
阿
闍
羅
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
三
ツ
目
内
字

水
沢
出
口
一
一
七

の
一

知
的
障
害

者
通
所
授

産
施
設

ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
大
鰐

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
虹
貝
字
篠
塚

三
三
の
一
一

〃

名

称

設

置

の

場

所

指
定
年
月
日

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
あ
か
ま
つ
園

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
早
坂
一
九
四

平
成
��･

�･

�

指
定
相
談
支
援
事
業
者

相
談
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

阿
闍
羅
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
三
ツ
目
内
字

水
沢
出
口
一
一
七

の
一

相
談
支
援
事
業
所

か
け
は
し

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
虹
貝
字
篠
塚

三
三
の
一
一

平
成

��

･

�･

�



( )

次
の
指
定
相
談
支
援
事
業
者
か
ら
相
談
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

人
事
給
与
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
人
事
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
東
北
株
式
会
社

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一
丁
目
一
〇
の
二
三

六

契
約
金
額

五
千
三
百
九
十
七
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鬼

沢
楢
木
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

中
南
地
域
県
民
局
長

佐

藤

和

雄

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
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指
定
相
談
支
援
事
業
者

相
談
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

信
和
会

仙
台
市
青
葉
区
北

根
黒
松
二
の
一
〇

指
定
相
談
支
援
事

業
所
ク
ロ
ー
バ
ー

ズ
・
ピ
ア
八
戸
東

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
松
山
中
野
場

二
九
の
一

平
成

��･

�･

��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

角
田

友
衛

弘
前
市
大
字
楢
木
字
島
原
七
一

平
成
��･

�･

��



( )

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男

青 森 県 報平成20年４月23日 水曜日 第2924号7

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了
年
月
日

十
九
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

五
九
―
一

五
戸
町

平
成
��・

�・
��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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